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 美心会総会の審議事項を受け､２月にアンケート調

査が行われ、その調査結果が３月４日に発表された。 

 テーマは次の２つ。 

１．勝浦市文化祭の参加について 

２．運営費の徴収金額について 

 芸術文化団体連絡協議会（芸文協）についての設問

では二つの事が問われている。一つは芸文協に在籍す

るか､脱退するか。もう一つは勝浦市文化祭に参加する

か、不参加とするかだ。結果は下記のとおり。 

①現行のまま、芸術文化団体連絡協議会に在籍し、芸

文協祭り、文化祭に参加する（３名） 

②芸術文化団体連絡協議会に在籍し、文化祭のみに参

加する（１名） 

③芸術文化団体連絡協議会に在籍しないで、文化祭（主

催は勝浦市）のみ参加する（５名） 

④芸術文化団体連絡協議会を脱退し、文化祭にも参加

しない（８名） 
 

 

  
 

 

  

 
 
 

       

        

        
 

       

        

        

        

        

 芸術文化団体連絡協議会を脱退が１３名であった。           

 

 

 

 

 
 

文化祭の参加については、賛否が分かれた。芸文協の脱

退については、アンケートの文面で会議の参加が役員の

大きな負担となっている点があり、役員の負担軽減を配

慮し脱退が多くなった可能性も否めない。 

 運営費の集金は受益者負担が原則だろう。現行の会則

では、いつ入会（該当する月が一ヶ月でも）しても千円

徴収となっている。これを該当する月単位に変更しては

という提案に対し次のような結果となった。 

 

 

 新規入会者は、一ヶ月当たり３００円徴収が若干多か

ったが、現会員の運営費徴収については三ヶ月１０００

円の意見が１１名となり上記結果と矛盾が見られた。 

 これは運営費を三ヶ月９００円だと小銭の準備が煩雑

になるからともとれる。しかし、三ヶ月１０００円集金

した場合、新規入会者との整合性がくずれ、年簡４００

円分の使途の問題が生じる。この一人年間４００円の使

途で悩む徴収をあえて実施する必要性はあるのだろう

か？ 

３ヶ月９００円徴収した場合の集金額を計算すると 

 中級者 指導料（４５００円）＋運営費（９００円）

＝５４００円 

 初級者 指導料（３０００円）＋運営費（９００円）

＝３９００円 

 

三ヶ月 １０００円

８名
一ヶ月 ３００円

１０名

新規入会者の運営費について

① ② ③

アンケート調査結果、どう読み解くか？ 

芸文協について

① ② ③ ④

①3名 
②1名 

③5名 

④8名 

未記入 1名いました 



 


